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令和６年度事業所税に関する調（「課税状況調」第３６表）

 (市町村別納税義務者数)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 区　分 

 市町村名  資　産　割  従　業　者　割

 千　葉　市 1,309 421 1,730 (1,365)

 市　川　市 452 72 524 (459)

 船　橋　市 610 154 764 (645)

 松　戸　市 371 62 433 (380)

 柏　　　市 445 98 543 (470)

 県　　　計 3,187 807 3,994 (3,319)
※ｶｯｺ内の数値は、実人員数

（市町村別事業所床面積等　Ａ）

 区　分 

 市町村名  資産割　　　　　㎡  従業者割　　　千円

 千　葉　市 9,708,005 521,762,768

 市　川　市 4,280,526 83,921,551

 船　橋　市 4,689,656 133,628,102

 松　戸　市 1,984,739 72,595,463

 柏　　　市 3,682,521 86,290,320

 県　　　計 24,345,447 898,198,204

（Ａのうち非課税対象分　Ｂ）
 区　分 

 市町村名  資産割　　　　　㎡  従業者割　　　千円
1,397,101 46,219,617
(185,679)
428,390 13,956,106
(36,454)
587,888 15,750,829
(53,045)
218,903 6,017,743

(0)
628,009 6,694,560

(261,401)
3,260,291 88,638,855
(536,579)

　資産割のｶｯｺ内の数値は、月割計算により課税されないこととなる床面積相当分

（Ａのうち課税標準の特例対象に係る控除分　Ｃ）

 区　分 

 市町村名  資産割　　　　　㎡  従業者割　　　千円

 千　葉　市 914,187 3,931,529

 市　川　市 1,085,460 1,506,539

 船　橋　市 721,626 1,256,548

 松　戸　市 150,338 1,180,246

 柏　　　市 757,338 175,424

 県　　　計 3,628,949 8,050,286

（減免対象床面積等相当分　D）

 区　分 

 市町村名  資産割　　㎡  従業者割  千円

 千　葉　市 154,157 4,556,839

 市　川　市 121,090 281,756

 船　橋　市 144,294 2,071,525

 松　戸　市 37,440 0

 柏　　　市 78,931 703,857

 県　　　計 535,912 7,613,977

（課税標準額　Ａ－Ｂ－Ｃ－D）

 区　分 

 市町村名  資産割　　㎡  従業者割  千円

 千　葉　市 7,242,560 467,054,783

 市　川　市 2,645,586 68,177,150

 船　橋　市 3,235,848 114,549,200

 松　戸　市 1,578,058 65,397,474

 柏　　　市 2,218,243 78,716,479

 県　　　計 16,920,295 793,895,086

（単位：人）

事業に係る事業所税 

事　業　に　係　る　事　業　所　税

   計 

事業に係る事業所税 

事業に係る事業所税 

事業に係る事業所税 

事業に係る事業所税 

 県　　　計

 船　橋　市

 千　葉　市

 市　川　市

 松　戸　市

 柏　　　市
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